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全社高障福発第 98 号  

日本セルプ発第 28-116 号 

平成 28 年６月３日 

全国社会就労センター協議会 会員社会就労センター長 

各 位 

日 本 セ ル プ セ ン タ ー 会員社会就労センター長 

 

全 国 セ ル プ 災 害 対 策 本 部 

本部長 阿由葉  寛 

（全国社会就労センター協議会 会長） 

                                                副本部長 川 俣 宗 則 

（日本セルプセンター 会長） 

〔公印省略〕 

 

平成 28年熊本地震で被災したセルプ施設・事業所支援のための義援金 

（７月末までの延長）について〔協力依頼〕 

 

全国社会就労センター協議会（全国セルプ協）および日本セルプセンターセルプ）事業

への日頃からの格段のご支援に感謝申しあげますとともに、熊本地震で被災された社会就

労センター関係者の皆様に心よりお見舞い申しあげます。 

さて、全国セルプ協および日本セルプの両組織は、今回の災害に対して「全国セルプ災

害対策本部」（以下「対策本部」、両組織が共同して災害支援を行うための枠組み）を立ち

上げ、４月 18 日（月）にまとめた支援活動の基本方針となる「『平成 28 年熊本地震』に

係る全国セルプ災害対策本部の対応について」に基づき、支援活動を進めて参りました。

その一環として、４月 19 日から５月末日までの期間で被災したセルプ施設・事業所の支援

を目的とし、セルプ関係者を対象とした義援金を募集し、134 の法人・施設等より 700 万

円を超えるご支援をいただきました。ご協力をいただいた皆様に厚く御礼申しあげます。

集まった義援金については、対策本部が行う支援活動について定めた「全国セルプ災害時

対応マニュアル」の別紙の「災害支援基金運営要綱」の中の支援金支給額の基準（建物や

生産設備の被害状況に応じた支給額を定めています）により、被災した施設・事業所にお

届けします。 

この義援金の募集については、６月１日（水）に開催された災害対策本部会合（第３回）

での協議の結果、７月末まで期限を延長することとなりました。セルプ通信速報 526（５

月 13 日）の中で実施予告をした通り、『被災状況と支援希望等に関する調査』を５月 16

日から 25 日の期間で実施しました（県組織のみの会員を含む熊本県内の全会員施設・事業

所、大分県の別府市・由布市に所在する会員施設に対して実施、回答数は 62、回収率は

83％）。その結果、「地震被害による復旧国庫補助対象は建物のみであり、損壊した生産設

備等の補修・買い替え費用は対象となっていない」といった回答を多くの施設・事業所か

らいただき、５月 31 日（火）に開催された熊本県セルプ協施設長会議における今後の支援

活動についての意見交換（阿由葉本部長（全国セルプ協会長）が出席）の中でも、同様の
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意見が確認されました。生産活動を行う社会福祉施設・事業所である社会就労センターに

とって、生産設備は事業経営（運営）の要です。その生産設備に関する現行制度における

支援は不十分であることから、関連の制度予算要望を進める一方で、引き続き全国のセル

プ関係者より義援金を募集し、生産設備に被害がある施設・事業所に対して、追加の支援

（２次支給）を実施することといたします。関係者の皆様のご理解とご協力をよろしくお

願い申しあげます。 

なお、災害対策本部会合（第３回）においては、被災された施設・事業所の状況やニー

ズに応じて、物資支援や人的支援についても都度検討・実施していくことが確認されまし

た。これまでの支援活動の経費（現時点で約 100 万円が発生、内容は熊本・大分への現地

入りや対策本部会合の開催経費）は、対策本部の事務局のある全国セルプ協から拠出して

きましたが、今後見込まれる支援活動経費の確保の必要もあることから、６月以降の追加

依頼分としていただいた義援金については、その一部を支援活動の経費としても活用させ

ていただきます。この点についても、関係者の皆様のご理解をよろしくお願い申しあげま

す。 

 

 

全国セルプ災害対策本部 

平成 28年熊本地震で被災したセルプ施設・事業所支援のための義援金 

（追加依頼） 

 

１．送金口座：① 三井住友銀行 東京公務部（普通）３０２３５０１ 

〔口座名義〕社会福祉法人 全国社会福祉協議会 

全国社会就労センター協議会 義捐金口 

② ゆうちょ銀行 振替口座 ００１２０－８－６２８３６８ 

   〔口座名義〕義捐金口  社会福祉法人全国社会福祉協議会 

※ 振込手数料は大変恐縮ですがご負担いただきますようお願いします。 

 

２．募集期間： 平成 28年６月１日（水）～７月 31日（日） 

 

３．使  途：  「全国セルプ災害対策本部」において協議・決定いたします。被災した 

施設・事業所に被害の状況に応じてお届けしますが、その一部は被災施設・ 

事業所への支援物資の購入・運搬費用、対策本部の活動経費に充当します。 

 

 

【問合先】全国社会就労センター協議会（「セルプ協」）事務局 

社会福祉法人 全国社会福祉協議会 高年・障害福祉部内〔担当：山崎、源馬、鳥澤〕 

〒100-8980 東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビル 

TEL：03-3581-6502／FAX：03-3581-2428／E-mail：selp@shakyo.or.jp 

○［セルプ協］情報コーナー＞その他  http://www.selp.or.jp/info/index.html 

※ 「平成 28 年熊本地震関連」の箇所に関連資料を掲載しています。 
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